
第

六

百

五

十

七

号

令

和

八

年

一

月

三

十

日

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
担
当
機
関
の
指
定

(

地
域
福
祉
課)

三
三
ペ
ー
ジ

○
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

の
指
定

(

同

)

三
四

○
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

三
四

○
指
定
医
療
機
関
の
休
止
の
届
出

(

同

)

三
四

○
指
定
医
療
機
関
の
再
開
の
届
出

(

同

)

三
五

○
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

三
五

○
介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
事
業
者
等
の
指

定

(
同

)

三
五

○
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
担
当
機
関
の
指
定

(

同

)

三
六

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定

(

砂

防

課)

三
六

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

華
陽
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
高
等
学
校)
三
六

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
十
七
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

名

称

所

在

地

指

定

年

月

日

藤

本

歯

科

医

院

土
岐
市
肥
田
浅
野
双
葉
町
二
丁
目
一
〇

番
地

令
和

七
・
一
二
・

一

お
ぐ
り
歯
科
口
腔
外
科

土
岐
市
泉
町
久
尻
三
六
―
七

同

可

知

歯

科

医

院

可
児
郡
御
嵩
町
御
嵩
一
四
四
七
―
三

同

調
剤
薬
局
オ
ハ
ナ
フ
ァ
ー

マ
Ｅ
Ａ
Ｓ
Ｔ

各
務
原
市
鵜
沼
西
町
三
丁
目
一
三
六
―

三

同

調
剤
薬
局
オ
ハ
ナ
フ
ァ
ー

マ
Ｗ
Ｅ
Ｓ
Ｔ

各
務
原
市
鵜
沼
西
町
三
丁
目
一
二
二
―

二

同
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
八
年
一
月
三
十
日



岐
阜
県
告
示
第
三
十
八
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

関
と
し
て
次
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留

邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の

支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十

五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

訪
問
看
護
事
業
者

等
の
名
称

訪
問
看
護
事
業
者
等

の
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
等
の
名
称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
等
の
所
在
地

指

定

年
月
日

カ
ネ
九
商
事
株
式

会
社

恵
那
市
大
井
町
字
学

頭
一
二
〇
二
番
地
の

四

Ｋ
ａ
ｎ
ｅ
ｋ
ｕ
訪

問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン

恵
那
市
大
井
町
一
二

〇
二
番
地
の
四
ア
ベ

ニ
ュ
ー
ビ
ル
北
館
二

Ｆ

令
和�･��･�

岐
阜
県
告
示
第
三
十
九
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
を
廃
止
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

名

称

所

在

地

廃

止

年

月

日

児
玉
レ
デ
ィ
ス
ク
リ
ニ
ッ

ク

大
垣
市
高
砂
町
一
―
三
一

令
和

七
・
一
一
・
一
〇

大

橋

整

形

外

科

養
老
郡
養
老
町
押
越
六
七
〇
―
一

令
和

七
・
一
一
・
一
五

田

中

歯

科

医

院

大
垣
市
桐
ケ
崎
町
八
七

令
和

七
・
一
一
・
三
〇

藤

本

歯

科

医

院

土
岐
市
肥
田
浅
野
双
葉
町
二
―
一
〇

同

小

栗

歯

科

土
岐
市
泉
町
久
尻
三
六
―
八

同

可

知

歯

科

医

院

可
児
郡
御
嵩
町
御
嵩
一
四
四
七
―
三

同

原
眞
平
歯
科
診
療
室

中
津
川
市
八
幡
町
三
―
三
三

令
和

七
・
一
二
・
二
〇

西

可

児

薬

局

可
児
市
帷
子
新
町
二
―
一
八

令
和

七
・
一
一
・
二
一

な
か
ま
薬
局
瑞
穂
中
央
店

瑞
穂
市
馬
場
上
光
町
一
丁
目
一
〇
一

令
和

七
・
一
一
・
二
九

な
か
ま
薬
局
瑞
穂
ホ
ン
デ

ン
店

瑞
穂
市
本
田
字
三
ノ
改
田
一
〇
四
五
―

四

同

む
う
み
ん
薬
局

う
ぬ
ま

１
号
店

各
務
原
市
鵜
沼
西
町
三
―
一
三
六
―
三

令
和

七
・
一
一
・
三
〇

む
う
み
ん
薬
局

う
ぬ
ま

２
号
店

各
務
原
市
鵜
沼
西
町
三
―
一
二
二
―
二

同

岐
阜
県
告
示
第
四
十
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
を
休
止
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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名

称

所

在

地

休

止

年

月

日

宇
治
循
環
器
内
科
ク
リ
ニ

ッ
ク

各
務
原
市
各
務
西
町
六
―
四
〇

令
和

七
・
一
一
・

一

ま
つ
だ
整
形
外
科

加
茂
郡
坂
祝
町
大
針
字
尾
橋
七
四
八
―

二

令
和

七
・
一
一
・
一
〇

岐
阜
県
告
示
第
四
十
一
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
を
再
開
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

名

称

所

在

地

再

開

年

月

日

ま
つ
だ
整
形
外
科

加
茂
郡
坂
祝
町
大
針
字
尾
橋
七
四
八
―

二

令
和

七
・
一
一
・
一
二

岐
阜
県
告
示
第
四
十
二
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業

を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

訪
問
看
護
事
業
者

等
の
名
称

訪
問
看
護
事
業
者
等

の
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
等
の
名
称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
等
の
所
在
地

廃

止

年
月
日

合
同
会
社
ド
レ
ミ

フ
ァ
ソ
ラ
シ
ド

恵
那
市
長
島
町
正
家

一
〇
六
七
―
八
三

Ｋ
ａ
ｎ
ｅ
ｋ
ｕ
訪

問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン

ア
リ
ビ
オ

恵
那
市
大
井
町
一
二

〇
二
―
四
ア
ベ
ニ
ュ

ー
ビ
ル
北
館
二
Ｆ

令
和�･��･��

岐
阜
県
告
示
第
四
十
三
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め

の
居
宅
介
護
等
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
居
宅
介
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五

十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
所

在
地

指

定

年

月

日

社
会
福
祉
法
人
桜
友
会

関
市
稲
口
八
四
五
番
地

小
規
模
多

機
能
型
居

宅
介
護

ほ
ほ
え
み
ご
こ
ち
田
原

関
市
西
田
原
九
五
八
番
地

令
和

八
・

一
・

一



次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
十
二
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ

線
及
び
標
柱
一
号
と
標
柱
十
二
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域(

次
の

番
田

図
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。)

中
津
川
市
加
子
母

字
井
上

二
八
四
三
番
一

一
号

二
八
三
三
番
一

二
号

二
八
七
四
番

三
号
及
び
四
号

二
八
九
八
番
一

五
号

二
九
二
二
番
一

六
号

二
九
二
二
番
二

七
号

二
九
三
六
番
一

八
号

二
九
三
一
番
一

九
号

二
八
六
九
番
一

十
号

二
八
六
七
番
一

十
一
号

二
八
七
〇
番

十
二
号

岐
阜
県
告
示
第
四
十
四
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
第
一
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を

担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人

等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条

の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

氏

名

施
術
所
等
の
名
称

施
術
所
の
所
在
地
又
は
施
術
者
の
住
所

指

定

年
月
日

伊

藤

秀

利

は
り�
マ
ッ
サ
ー
ジ

健
秀
院
岐
南

羽
島
郡
岐
南
町
平
成
二
丁
目
一
三
九
番

地

令
和�･��･��

岐
阜
県
告
示
第
四
十
五
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務

所
及
び
中
津
川
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
数
量
生
徒
用
デ
ス
ク
等
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札
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同

同

介
護
予
防

小
規
模
多

機
能
型
居

宅
介
護

同

同

同



３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
６
年
５
月
16日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
６
年
６
月
14日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
西
野
町
六
丁
目
２
番
地

株
式
会
社
高
修

代
表
取
締
役�

橋
圭
司

６
落
札
金
額
40,480,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
立
華
陽
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
高
等
学
校
事
務
室

�
所
在
地
岐
阜
市
西
鶉
六
丁
目
69番
地
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令
和
八
年
一
月
三
十
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


